
匁
小
製
‐
層
任
ハ
印

－
０

内
閣
人
塘

片 茂 平 林

山 木 口

松
本
〈
洋
）
国
務
大
臣

内
閣
総
蝿
人

一

一

＝仁

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

（一壹乃

1ｺ

JJlii

良扉墨史募
,世 裳

ー

』
１
１
４

《
帯
』

Ｉ
Ⅱ
ｌ

ノ
》
字
Ｉ
膓
小
１

上
野

鈴
木

赤
澤

金
子

石
原

八
典
一
け
一
九
Ⅱ

北
写

内

|淵

'l.f

レ；

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

|j1

閣
■公

"1~I

1ﾉ；

剛

展

長
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吋
砿
愈
勢

１

〃
水
原

小
泉
国
務
大
臣

鼻
牧
野

あ
か
ま

国
務
大
臣

小
蝶
”
・
藤
太
隔
鮎
禁
ゞ

黄
川

田

城
内
国
務
大
臣

人
同 半|’ 年

云
Ｉ

{’

国
務
大
臣

月
二
Ｏ

ｌｉ

ロ

'If

|~’’’’1

施
ノ ー

イーT
I J

ノノ、
一 ､

J5＝

111

之墨
・可
タ

デ

f!」

手 I

内
閣
総
務
向

玉
丁

伽
Ⅲ
脚

Ｚ
ｒ
一
脱
１

'|鳴
÷

尚
一 圃

務
大
匝
京八

国
務
大
臣

国
務
大
臣

年 年

壜
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’
さ

『
伊
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月 月
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天

塗 l1 11

内 閣
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最高裁人任第226号

令和8年2月18日

内閣総理大臣 高 市 早 苗 殿

最高裁判所長官 今 崎 幸 彦

（公印省略）
負

高等裁判所長官に任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお、本件は裁判官会議の議を経たものである｡

み
美

ゆ
帝
国

あ
亜ひがし

事 東判(東京高等裁判所判事）

令和8年3月18日以降）(発令希望日

r1

L｣



高等裁判所長官任命資格調 (令和8年3月18日以降）

任 命 資 格年齢現 職 根 拠 法 規補職さるべき庁 氏 名

判事補、検察官
在職通算1'0年
以上の者

東京高判事 東 亜由美高松高長官 裁判所法第42
条第1項第1
号、第3号

63

‘

Ｆ
Ｊ



'園山 裁 判 所

に'1
｜〃

本
籍

年

出
生
地

″
｛
ハ
ー
ニ

平
成

二

〃〃〃 〃〃

六
○

三

ロ一勺三五

○

〃〃

臆
四’四四四四

日

’

三 三〃

○ 三

Ｆ
Ｌ慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

判
事
補
に
任
命
す
る

横
浜
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

判
事
補
に
任
命
す
る

事

一旧氏名一

出
生
の

年
月
日

氏
名

F1
L_

項 ひ
が

し

東昭
和
三
十
七
年
九
月
十
三
日

内

最
高
裁
判
所

内

最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

〃〃

庁

1

あ
ゆ

み

亜
由

美

霞葱

｜
’|名



裁 判 所
平
成 年

『『
ﾉノ ｢ノ ﾉノ〃 〃 〃〃 〃 〃

二四

’一一一

九

一
、

ユ
ク
ノ 五 曹

口
弓

ﾉノ〃

月
九 四山 三 四山四

二

五

〃
!■■

■’
1■■■』

一ハ

五

｜㎡

法
務
事
務
官
（
東
京
法
務
局
訟
務
部
付
）
に
併
任
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

横
浜
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

法
務
事
務
官
（
東
京
法
務
局
訟
務
部
付
）
の
併
任
を
解
除
す

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
に
併
任
す
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
訟
務
局
付
）
に
併
任
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
租
税
訟
務
課
付
に
充
て
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
訟
務
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
訟
務
局
付
に
充
て
る

平
成
十
三
年
一
月
五
日
限
り
で
法
務
省
訟
務
局
付
に
充
て
る

る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

こ
と
を
解
く 事

項
〆 、

内

法
務

省

最
高
裁
判
所

ﾉノ 〃〃 〃 ﾉノ 〃

庁

東

麓

亜
由
美名



裁 判 所

平
成
一
四

年ﾉノ 〃〃 『I
ﾀﾉ〃 〃

二

○

一
一
ハ

九

一
八

号

〃

月
九九 四 四山 塑’

〃

■
■
一

九

臼

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

法
務
事
務
官
（
東
京
法
務
局
訟
務
部
付
）
に
併
任
す
る

判
事
に
任
命
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
民
事
訟
務
課
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

務
局
訟
務
部
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
民
事
訟
務
課
付
に
併
任
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
民
事
訟
務
課
付
、
東
京
法

法
務
省
大
臣
官
房
民
事
訟
務
課
付
に
充
て
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

厚
生
労
働
事
務
官
（
大
臣
官
房
人
事
課
）
に
併
任
す
る

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
参
事
官
に
充
て
る

1

1

害毒

『 q

Lｺ

工百
〆 、

最
高
裁
判
所

法
務

省

内 最

″ ″

〃

高 庁裁
判
所

東

閣

亜
由
美名



’｢~万1 裁 判 所

平
成 年〃 〃ﾉノ ﾉノ〃〃〃 〃〃

二二

二

二

五

二

三

一
一
一
ハ

二
八 二

七 号

〃

月
九 七 山四 山八

二

五

〃

一
一
ハ

■
■
一

大
臣
官
房
総
務
課
に
併
任
す
る

改
革
推
進
室
員
を
命
ず
る

法
務
省
大
臣
官
房
財
産
訟
務
管
理
官
に
充
て
る

改
革
推
進
室
員
を
免
ず
る

事

大
臣
官
房
総
務
課
に
併
任
す
る

改
革
推
進
室
員
を
免
ず
る

厚
生
労
働
事
務
官
（
大
臣
官
房
人
事
課
）
の
併
任
を
解
除
す

大
臣
官
房
総
務
課
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
行
政
訟
務
課
長
に
充
て
る

判
事
に
任
命
す
る

判
事
に
任
命
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

神
戸
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

るる

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

項

法
務

省

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
省

内

法
務

省

最
高
裁
判
所

ﾉノﾉノ 〃 〃〃

庁

東

閣

亜
由
美名



面’ 裁 判 所

平
成
二
八

令
和 年〃〃 〃ﾉノリ〃〃 〃〃

三 三

○

二

九 【コ

ー弓．四 二

〃 〃

月
七 四山七 四

二

九

〃ﾉノ 毎
■
一

五

F

Ld

事

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

検
事
一
級
（
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
）

に
任
命
す
る

財
務
事
務
官
（
国
税
不
服
審
判
所
長
）
に
併
任
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

兼
ね
て
甲
府
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

甲
府
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

甲
府
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

11

項

最
高
裁
判
所

内

法
務

省

最
高
裁
判
所

国
税

庁

ﾉノ 『I
FFﾉノ 〃 〃

庁
東

霞

亜
由
美名



回 |’ 裁 判 所

令
和 年〃

『『

ﾉノ 〃〃

五七

一
、

ニクノ

ローワ八

月
九二

二

五五
目
一

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

大
阪
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

大
阪
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

甲
府
家
庭
裁
判
所
長
を
命
ず
る

甲
府
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

甲
府
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る
者

に
指
名
す
る

事

甲
府
家
庭
裁
判
所
長
を
命
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

項
一 一

最
高
裁
判
所

ﾉノ〃 〃〃 〃

庁

東

亜
由
美名



最高裁人任第230号

令和8年2月1．8日

内閣総理大臣 高 市 早 苗 殿

最高裁判所長官 今 崎 幸 彦

（公印省略）
､-1

高等裁判所長官に任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお、本件は裁判官会議の議を経たものである。

て じ末

手l11烏 あさみ判’事(東京高等裁判所判事）

令和8年3月25日以降）(発令希望日

●

一



高等裁判所長官任命資格調 (令和8年3月25日以降）

根 拠法 規任 命 資 格年齢氏 名現 職補職さるべき庁

判事補、検察官
在職通算10年
以上の者

裁判所法第42
条第1項第1
号、第3号

手 嶋 あさみ東京高判事名古屋高長官 63

11

『1
k



｜
’

裁 判 所

本
籍

現
住
所

年
号
一
月

一

日

年

出
生
地

ロ
万
一
口
洞

三
一

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

二
八

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

二
八

辻

事

’ 年出

月生

日の！

旧

氏
名

圓’
項

昭
和
三
十
上
年
十
月
三
十
日

〆
Ｌ

一エ子

じ
ま

鳩司
法
試
験
管
理
委
員
会

庁

あ
さ

み

々
三口

1丁

〃

〃

九
J｜判事補に任命する

内
閣

平
成

元
四

一

司
法
修
習
生
（
第
四
十
三
期
）
を
命
ず
る

一″

三一
四
一
二

司
法
修
習
生
（
第
四
十
三
期
）
の
修
習
終
了

〃
″

四

』二

司
法
修
習
生
（
第
四
十
三
期
）
の
修
習
終
了

平
成

元

四

〃

三

″
一
ハ
ー
ー

三

ｊ ｊ

－
ハ
ー

○



~百〒1 裁 判 所
平
成 年〃〃 〃 〃 〃 〃 〃『『

fJ ﾉノ

11

/1九
，

ノ、

〒ユ

三 号

〃〃 〃 〃

月
七 四 山山 二 四

〃 〃 〃〃

五
日九 九

Ｆ
囮 東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
付
を
命
ず
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

力
室
）
の
併
任
を
解
除
す
る

力
室
）

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
国
連
政
策
課
国
際
平
和
協

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
付
を
免
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

札
幌
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
ね
て
札
幌
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

札
幌
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

外
務
事
務
官
（
在
香
港
日
本
国
総
領
事
館
）
に
転
任
さ
せ
る

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
国
連
政
策
課
国
際
平
和
協

に
併
任
す
る

事

項

法
務

省

外
務

省

最
高
裁
判
所

内

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃 〃

庁 手
嶋

'霞

あ
さ
み名



画 裁 判 所

平
成 年〃

『f

ﾉノ 〃 〃ﾉノ 〃 II
fJ 〃

『I
ノノ〃

|’

〃 〃 〃

○ 九 号

ﾉノ 〃

″

〃11
ｸﾉ 〃〃 〃

月
七七八

－丁・

ﾆロー 四

二

九

ﾉノ〃ﾉノ ﾉノ〃 〃

七 三七

画
■
一

八 二二

Ⅵ

香
港
出
発

（
一
時
帰
国
）

香
港
着
任

帰
朝

（
東
京
）

東
京
出
発

領
事
を
命
ず
る

香
港
帰
任

香
港
帰
任

東
京
出
発

帰
朝
を
命
ず
る

東
京
出
発

帰
朝

香
港
出
発

（
一
時
帰
国
）

帰
朝

（
東
京
）

香
港
出
発

辞
職
を
承
認
す
る

へ

東 事
＝-坐一・

JTl
，一ジグ

ヘ

項
／ 、

外
務

省

ﾉノ 〃

庁 手
嶋

坐
め
ユ
ご
『
が

名



I 裁 判 所
平
成 年ﾉノ〃ﾉノ 〃〃〃〃 〃

五 四七

’
一
ハ

九 号

″

〃

月
五囚九 四 二四

一
一
一
ハ

〃ﾉノ

一
八

五

■
■
一

山

戸
Ⅱ

事

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
参
事
官
を
命
ず
る

判
事
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
参
事
官
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
参
事
官
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
参
事
官
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
参
事
官
を
免
ず
る

名
古
屋
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

名
古
屋
地
方
裁
判
所
判
事
の
職
務
代
行
を
命
ず
る

名
古
屋
地
方
裁
判
所
判
事
の
職
務
代
行
を
命
ず
る

名
古
屋
地
方
裁
判
所
判
事
の
職
務
代
行
を
免
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
二
課
長
を
命
ず
る

項

内

最
高
裁
判
所

内

最
高
裁
判
所

名
古
屋
高
等
裁
判
所

最
高
裁
判
所

〃

″

ﾉノ

庁 手
嶋上
】

霞 麓

あ
さ
み名



固’ 口裁 判 所

平
成
二
○

年

″

〃〃〃 〃〃〃

二

二

三．

五 号

〃

″

〃〃

○
月

九四二

二

二

二

五

〃〃

○

’一ハ

■
■
一

L兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
二
課
長
を
免
じ

事

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
三
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
一
課
長
を
免
ず
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

同
時
に
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
退
官
と
な
る

に
つ
き
任
期
終
了

■

項

法
務

省

内

法
務

省

内

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

〃

庁
手

閣 鱈 山巨
，『可

や
め
共
Ｃ
『
か

名



’

~5〒1 裁 判 所
平
成
二
五

年〃〃
『『

ノノ〃〃〃〃 〃

二

八

三

○

二

九 号

ﾉノ

○
月

胆’ 二九

一
一
一
ハ

七○

画
■
一

七

ｒ
』 東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
情
報
政
策
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
情
報
政
策
課
長
を
免
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

事

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

平
成
二
十
八
年
司
法
試
験
考
査
委
員
に
任
命
す
る

任
期
は
平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る

平
成
二
十
九
年
司
法
試
験
考
査
委
員
に
任
命
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

平
成
三
十
年
司
法
試
験
考
査
委
員
に
任
命
す
る

任
期
は
平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る

平
成
二
十
九
年
司
法
試
験
考
査
委
員
に
任
命
す
る

任
期
は
平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

任
期
は
平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
長
を
命
ず
る

項

最
高
裁
判
所

法
務

省

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

法
務

省

〃 〃〃ﾉノ

庁 手
嶋

あ
さ
み名



~ﾃ〒1 裁 判 所

令
和

平
成 年ﾉノ 〃 〃

″

三

○四五 号

ﾉノ〃 〃

月
九 九二

二

五

一
一
」
、

胃

一

一
，
ノ

一
一
一
ハ

〃

九

面
■
一

二

、

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
長
を
免
ず
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

者
に
指
名
す
る

宇
都
宮
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る

宇
都
宮
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

宇
都
宮
家
庭
裁
判
所
長
を
命
ず
る

兼
ね
て
宇
都
宮
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

宇
都
宮
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

宇
都
宮
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

宇
都
宮
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

宇
都
宮
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

お
よ
び
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
任
期
終
了

事

ｒ
」

工冒
〆 、

内

法
務

省

最
高
裁
判
所

法
務

省

庁
千
可一

鴫薦

あ
さ
み名



画■ 裁 判 所

令
和 年ﾉノ〃

一

ノ､ 五 号

月一ハ

九

二

三二

画
■
』

rq

事

兼
ね
て
宇
都
宮
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

宇
都
宮
家
庭
裁
判
所
長
を
命
ず
る

宇
都
宮
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

者
に
指
名
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

宇
都
宮
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

司
法
研
修
所
長
に
補
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

項

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃

庁 手
嶋

あ
さ
み名


